
国
民
健
康
保
険
税
 

 
２
割
軽
減
申
請
書
の
 

　
　
提
出
は
お
済
み
で
す
か
 

inform
ation

税 

農
業
所
得
の
 

 
収
支
計
算
に
つ
い
て（
そ
の
３
） 

 
〜
間
違
い
の
多
い
 

　
　
　
必
要
経
費
に
つ
い
て
〜 

 

　
９
月
号
で
は
必
要
経
費
と
な
る

も
の
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
が
、

今
回
は
そ
の
中
で
も
特
に
間
違
い

の
多
い
も
の
に
つ
い
て
説
明
し
ま

す
。 

【
減
価
償
却
費
】 

　
自
動
車
や
建
物
な
ど
日
常
生
活

と
農
業
の
両
方
に
使
用
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
農
業
に
使
用
さ
れ
て

い
る
割
合
で
計
算
し
ま
す
。
例
え

ば
自
動
車
を
日
常
生
活
に
５
割
、

農
業
用
に
５
割
使
用
し
た
と
す
る

と
、
計
算
し
た
経
費
の
半
分
が
必

要
経
費
に
な
り
ま
す
。
割
合
の
算

出
は
使
用
時
間
や
走
行
距
離
、
建

物
の
場
合
で
は
使
用
面
積
な
ど
を

も
と
に
し
て
計
算
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
10
万
円
以
上
20
万
円
未

満
で
購
入
し
た
農
具
な
ど
に
関
し

て
は
、
決
め
ら
れ
た
耐
用
年
数
で

の
償
却
と
は
別
に
、
３
分
の
１
ず

つ
３
年
間
に
分
け
て
経
費
と
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。（
ど
ち
ら
か
を

選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
） 

※
青
色
申
告
の
方
は
、
一
部
償
却

方
法
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

【
農
具
費
】 

　
使
用
可
能
期
間
が
１
年
未
満
又

は
取
得
価
格
が
10
万
円
未
満
の
農

具
な
ど
に
つ
い
て
は
、
減
価
償
却

の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
全
額
を
「
農

具
費
」
と
し
て
経
費
計
上
し
ま
す
。 

【
租
税
公
課
】 

　
固
定
資
産
税
は
農
業
用
の
建
物
、

田
畑
に
係
る
部
分
の
み
の
税
額
が

経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
自
動
車
税
は
、
減
価
償
却
費

と
同
様
に
、
農
業
用
と
し
て
の
使

用
割
合
に
よ
り
年
税
額
の
全
額
又

は
一
部
を
経
費
に
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

【
動
力
光
熱
費
】 

　
電
気
料
、
水
道
使
用
料
や
ガ
ソ

リ
ン
、
灯
油
な
ど
の
燃
料
費
も
自

家
用
と
農
業
用
の
両
方
に
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
農
業
用
と
し

て
の
使
用
割
合
に
よ
り
経
費
計
上

し
ま
す
。
給
油
の
際
に
は
、
領
収

書
を
捨
て
る
こ
と
な
く
大
切
に
保

管
し
て
お
き
ま
す
。 

 

　
以
上
の
よ
う
に
、
各
必
要
経
費

が
農
業
用
・
家
事
用
の
い
ず
れ
に

も
関
係
す
る
場
合
は
、
農
業
用
に

関
す
る
部
分
を
合
理
的
に
見
積
も

り
、
そ
の
額
の
み
を
経
費
と
す
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
次
回
は
、
こ
れ
ま
で
の
内
容
を

も
と
に
、
収
入
金
額
と
必
要
経
費

の
集
計
に
つ
い
て
の
説
明
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。 

問
い
合
わ
せ 

　
役
場
税
務
課
町
民
税
係 

　
９
８
５
―
４
１
１
０ 

申
請
書
の
提
出
期
限
は
 

　
　
　
　
10
月
31
日（
月
）で
す
。
 

　
こ
の
２
割
軽
減
申
請
書
は
国
保

加
入
者
の
所
得
に
よ
り
、
該
当
世

帯
に
の
み
送
付
し
て
い
ま
す
。
 

　
２
割
軽
減
の
対
象
は
前
年
の
総

所
得
金
額
が
33
万
円
＋〔
被
保
険

者
数（
世
帯
主
を
含
む
）×
35
万
円
〕

以
下
の
世
帯
で
、
５
割
、
７
割
軽

減
の
対
象
世
帯
を
除
い
た
世
帯
で

す
。
 

　
軽
減
さ
れ
る
の
は
、
国
保
税
の

均
等
割
額
と
平
等
割
額
に
つ
い
て

で
す
。
 

　
２
割
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は

申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
 

　
期
限
を
過
ぎ
る
と
軽
減
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
早
め
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
 

問
い
合
わ
せ
 

　
役
場
税
務
課
町
民
税
係
 

　
　
　
　
　
９
８
５
―
４
１
１
０
 

新
し
い
農
業
委
員
さ
ん
が 

　
　
　
　
　
決
ま
り
ま
し
た
！ 

　
任
期
満
了
に
伴
う
改
選
で
、
７
月
２０
日
か
ら
の
３
年
間
、
農
家
と

農
業
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
農
業
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た
。
 

　
そ
し
て
そ
の
中
か
ら
、
会
長
に
豊
田
年
秋
氏
、
会
長
職
務
代
理
に

神
野
弘
良
氏
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
 

新
し
い
農
業
委
員
の
氏
名
と
担
当
地
区
は
次
の
と
お
り
で
す
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
〔
敬
称
略
〕
 

 

◎
選
挙
に
よ
る
委
員
 

大
西
　
義
明（
南
黒
田
）
 

木
村
　
照
正（
北
黒
田
）
 

篠
崎
　
薫
明（
宗
意
原
・
新
立
・
本
村
）
 

矢
野
　
俊
夫（
筒
井
）
 

渡
部
　
　
伸（
徳
丸
）
 

三
好
　
清
雄（
中
川
原
）
 

神
野
　
弘
良（
出
作
）
 

池
内
　
　
好（
神
崎
）
 

橋
本
　
密
雄（
鶴
吉
）
 

日
野
　
榮
藏（
横
田
・
大
溝
）
 

相
原
　
　
朝（
永
田
・
東
古
泉
）
 

大
西
　
康
哉（
大
間
・
上
高
柳
）
 

関
谷
　
孝
昭（
恵
久
美
・
昌
農
内
）
 

茂
川
　
晃
一（
西
高
柳
・
北
川
原
）
 

　
常
盤
　
尚
　（
西
古
泉
・
塩
屋
）
 

 ◎
選
任
に
よ
る
委
員
 

大
西
　
富
夫
 

（
松
山
市
農
業
協
同
組
合
推
薦
）
 

豊
田
　
年
秋
 

（
伊
予
喜
多
農
業
共
済
組
合
推
薦
）
 

松
田
清
太
郎（
土
地
改
良
区
推
薦
）
 

岡
井
馨
一
郎（
町
議
会
推
薦
）
 

重
川
　
利
春（
町
議
会
推
薦
）
 

会長　豊田　年秋氏 

会長代理　神野　弘良氏 
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